
































調停申請書記載例1 I 男女雇用機会均等法に基づく場合
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者
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係

当

者

ふりがな

氏名
- - - - - -

住所

調 停

努属蛯字

〒000-0000 東京都00区001-1-1

電話 03 (0000) 0000 

住所

調

停

申

請

書

記

載

例

ふ り が な

氏名又は名称 lろうどうしょうじかぶしきがいしゃ ろうどうたろ う

労働商事株式会社 代表取締役労働太郎-----------------------------------------------------------------------------------------------------
〒000-0000 東京都00区001-2-2

電話 03 (0000)0000 
事

事I 業
王
、 |※上記労働者労働商事株式会社00支店

に係る事業場
------------------------------------------------------------------------------------
〒000-0000 東京都00区001-2-3

の名称及び所 電話 03 (0000)0000 
在地

調停を求める

事項及びその理由

妊娠の報告直後から、執拗な退職の強要を受け、退職せざるを得なく

なった。

会社は勤務状況の不良が理由と言うが納得できるものではなく、妊娠

を理由とする解雇であると考えるため、本来働き続けていれば得られた

はずの期間の賃金補償を求める。

※記入欄が不足する場合は別紙を添付することも可能です。

紛争の経過

その他参考
となる事項

0月x日に妊娠したことを上司に伝えたところ、その直後の0月△日

頃から、周りに迷惑をかけているため、自分から辞めるようにと何度も

言われ、執拗な退職の強要を受ける様になった。

働き続けたい旨を何度も会社に伝えたが、聞き入れてもらえず、0月

□日に解雇理由を「勤務状況の不良のため」とする通知書を渡された。

※記入欄が不足する場合は別紙を添付することも可能です。

訴訟は提起しておらず、また、他の救済機関も利用していない。会社

には労働組合があるが、本問題が労使交渉で取り上げられたことはな

い。

令和0年 0月 0日

申請人 氏名又は名称

00労働局長 殿

労働 花子

申請用紙は、P20の様式を切り取り、またはコピ ーをしてお使いください。

●厚生労働省ホームペー ジからもダウンロ ー ドできます。
httos://www.mhlw.ao.io/stf/seisakunitsuite/bunva/kovou roudou/kovoukintou/woman/index.html 

●電子政府の総合窓口より、電子申請を行うこともできます。
https:IIwww.e-qov.qo.ip/
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/woman/index.html
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調停申請書記載例 21 育児・介護休業法に基づく場合
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目
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書

労

働

者
関
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緊
名

砂
氏

住所

りょうりつ はなこ

両 立 花子
---------------

〒000-0000
東京都00区001-1-1

電話 03 (0000)0000 

尋紐：名篇j篠贔‘社苔砿 代表取締役旨宝矢砿
--------------------------------------------------------------------------------------------------

〒000-0000
住所 東京都00区001-2-3

事
事 1 業

主 ※上記労働者

者I に係る事業所

電話 03 (0000)0000 
株式会社労働

----------------

〒 000-0000

第二工場

の名称及び所

在地
東京都00区003-3-3

電話 03 (0000)0000 

調停を求める

事項及びその理由

紛争の経過

その他参考

となる事項

育児休業から復帰直前に会社から解雇を予告された。会社は経営困難が

理由と言うが、納得できるも のではなく、育児休業を取得したことを理由とす

る解雇であると考えるため、 解雇の撤回を求める。（詳細別紙(※))

※記入欄が不足する場合は別紙を添付することも可能です。

0月 X 日に育児休業復帰後の職務について相談したところ、 復帰しても

仕事がないので、退職してほしいと言われた。

□月△日に退職するつもりはないことを人事課長に伝え たが、 その後も復

帰後の職務等について問い合わせても、復帰は難しいので育児に専念することを考

えてほしいと言われた。復帰の1ヵ月前の△月〇日になって経営困難であることを

理由に育児休業終了日をも って解雇すると言われた。（詳細別紙（※））

※記入欄が不足する場合は別紙を添付することも可能です。

訴訟は提起しておらず、 また、 他の救済機関も利用して いない。会社に

は労働組合があるが、 本問題が労使交渉で取り上げられたことはない。

令和0年 0月 0 日

申請人 氏名又は名称 両立 花子

00 労働局長 殿

申請用紙は、 P20の様式を切り取り、 またはコピ ーをしてお使いください。

●厚生労働省ホー ムペー ジからもダウンロ ー ドできます。
httos://www.mhlw.ao.io/stf/seisakunitsuite/bunva/kovou roudou/kovoukintou/woman/index.html 

●電子政府の総合窓口より、 電子申請を行うこともできます。
https:IIwww.e-qov.qo.ip/
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調停申請書記載例 31 バートタイム・有期雇用労働法に基づく場合
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目
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書

関

係

短時間・
有期雇用

労働者

ふりがな

氏名

住所

どういっ たろう

同 一 太郎

--------

〒000-0000 東京都00区001-2-3
電話 03 (0000)0000 

調
停
申
請
書
記
載
例

氏
ふ

名文丘忍称 I 房属涵箪篠封釜‘社
とうきょう はな-

代表取締役 東 京 花子

当 ，

事 住所

事 業 ＇※上記短時間

者I 主 | •有期雇用労働
者に係る事
業所の名称
及び所在地

〒000-0000 東京都00区001-1
電話 03 (0000)0000 

労働商事株式会社 東京工場
-------------------------------

〒000-0000 東京都00区002-2
電話 03 (0000)0000 

調停を求める
事項及びその理由

仕事の内容が同じ同僚の正社員口□ロロには賞与が支給されているに
もかかわらず、契約社員であることを理由に自分には賞与が支給され
ていない。これは、不合理な待遇差でありパー トタイム ・ 有期雇用労
働法第8条により認められないものなので、賞与を支給してほしい。

※記入欄力ロ寸足する場合は別紙を添付することも可能です。

紛争の経過

平成0年0月0日に入社をして以来、△△の業務に従事してきた。同
じ業務に就いている正社員には賞与が支給されているが、賞与は一度
も支給されなかった。0月0日に人事課長に賞与が支給されないこと
は不合理な待遇差である旨、苦情を申し立てたが、正社員とは会社へ
の貢献度が異なるからだ、と言われた。

※記入欄力ロ項邑する場合は別紙を添付することも可能です。

その他参考
となる事項

訴訟は提起しておらず、また、他の救済機関も利用していない。会
社には労働組合はあるが、パー トタイム労働者・有期雇用労働者は加
入できない。

令和0年 0月 0日

申請人 氏名又は名称 同 一 太郎

00 労働局長 殿

申請用紙は、 P24の様式を切り取り、 またはコピ ーをしてお使いください。

●厚生労働省ホームペー ジからもダウンロ ー ドできます。
httos://www.mhlw.ao.io/stf/seisakunitsuite/bunva/kovou roudou/kovoukintou/woman/index.html

●電子政府の総合窓口より、 電子申請を行うこともできます。

https:IIwww.e-qov.qo.ip/
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調停申請書記載例 41 労働施策総合推進法に基づく場合
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目
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書

労
働
者

事

業
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 関

係

当

事

匹
名

翌
氏

住所

ふ り が な

氏名又は名称

住所

※上記労働者

労働花子
--------------------

〒100-0000
東京都北区△△△△△
電話 (3502) ****

-うろうかぶしきがいしゃ だいひょうとりしまりや< -うろう きんたろ う

厚労株式会社 代表取締役厚労均太郎

〒
-----------------------------------------------------------· 

100-0000 東京都千代田区ーツ橋0-0-0
電話 (5 2 5 3) 0000 

厚労株式会社 新橋支店

者 I 主Iに係る事業所＿――-----------------------------------------------------------------------------------
の名称及び所

I

〒 105-0000 

在地 東京都港区新橋0-0-0
電話 (3 3 3 5) 0000 

昨年の人事異動で新橋支店に主任として配置されたが、
上司の課長から、 「支店の業務がわかっていない」と言われ、
他の主任がしている業務はさせてもらえず、半年以上も1, 2年
目の社員がするようなル ー ティンワ ー クばかり指示されている。
このパワハラについて会社に相談しても全く対応されないので、
新橋支店からの異動を求めたい。

調停を求める

事

項及びその理由

紛争の経過

支店長に相談しても、課長の判断なので様子を見ようと言うだ
けで取り合ってもらえない。本社人事部にも相談したが、支店内
で解決するよう言われ、何も対応されなかった。

その他参考
となる

事

項

訴訟は提起しておらず、また、他の救済機関も利用していない。
会社には労働組合があるが、この問題が労使交渉で取り上げられ
たことはない。

令和0年0月0日

巾請人 氏名又は名称 労 働花子

00労働局長 殿

申請用紙は、P20の様式を切り取り、またはコピ ーをしてお使いください。

●厚生労働省ホームペー ジからもダウンロ ー ドできます。
httos://www.mhlw.ao.io/stf/seisakunitsuite/bunva/kovou roudou/kovoukintou/woman/index.html

●電子政府の総合窓口より、電子申請を行うこともできます。
https:IIwww.e-qov.qo.ip/
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調停申請書様式：男女雇用機会均等法育児・介護休業法労働施策総合推進法
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目
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働 ----------------- ----------------------------------------------------
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（ ） 電話

係 氏
ふ

名又
り

は
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名
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称

--------------- ----------------------------------------------------

住所
T 

（ ） 電話
当

事

業 ※上記労働 ----------------------------------------------------

者に係る事
丁

（ ） 事 電話
業場の名称

及び所在地

者

調停を求める

事項及びその理由

紛争の経過

その他参考

となる事項

年 月 日

巾請人

労働局長

氏名又は名称

殿
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| 調停申請書記載要領 I 男女雇用機会均等法
| 

(1)調停の申請は、 調停申請書に必要事項を記入の上、 労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長

（雇用環境・均等部（室）経由）あて提出してください。

申請書の提出は原則として申請人本人が来局して行うことが望ましいものですが、 郵送、 電子申請等による

提出でも受け付けます。

なお、 申請書の提出が来局して行われなかった場合は、 申請人本人に来局を求め、 事実確認を行うことがあり

ます。

また、 第三者が申請書を提出する場合は、 委任状等を添付してください。

(2)申請書に記載すべき内容及び注意事項は、 次のとおりです。

① 労働者の氏名、 住所等

当該調停の申請に係る労働者の氏名、 住所等を記載すること。

なお、 複数の労働者が事業主の同 一の措置について申請を行う場合は、 1葉の申請書の本欄に連名で記載

すれば足りるものであること。

② 事業主の氏名、 住所等

当該調停の申請に係る事業主の氏名（法人にあってはその名称）、 住所、 代表者の職・氏名等を記載する

こと。

また、 当該調停の申請に係る労働者が勤務する事業場の名称及び所在地が事業主の名称及び住所と異なる

場合には、 ※欄内に当該事業場の名称及び所在地についても記載すること。

③ 調停を求める事項及びその理由

調停を求める事項については、 紛争の解決のため希望する措置を、 その理由については、 紛争の原因となっ

た事業主の措置（不作為を含む）の法違反であると争われている点を正確に記載すること（様式で足りない

場合は別紙を添付することも可）。

なお、 1人の労働者が事業主の複数の措置について申請を行う場合又、 事業主が1人の労働者に対し複数の

措置について申請を行う場合は、 1葉の申請書の本欄に併記すれば足りるものであること。

④ 紛争の経過

紛争に関する措置の内容によって、 下記の年月日、 並びに他の関係当事者の見解及び企業内苦情処理機関等

での取扱い状況等を詳しく記載すること（様式で足りない場合は別紙を添付することも可）。

・禁止規定に係る紛争については、 当該紛争に係る事業主の措置が行われた日（継続する行為の場合は、 当該

行為が終了した日）

・セクシュアルハラスメントの措置義務に係る紛争のうち、 指針4 (3)イから二までに関する紛争又は妊娠

出産に関するハラスメントの措置義務に係る紛争のうち、 指針4 (3)イから二に関する紛争については、

セクシュアルハラスメント又は妊娠、 出産に関するハラスメントが行われた日（継続する行為の場合は、 当該

行為が終了した日）

・セクシュアルハラスメントの措置義務に係る紛争のうち、 指針4 (4)イ及び口に関する紛争又は妊娠、 出

産等に関するハラスメントの措置義務に係る紛争のうち、 指針4 (5)イ及び口に関する紛争については、 プ

ライバシーが保護されなかった日又は不利益取扱いが行われた日（継続する行為の場合は、 当該行為が終了し

た日）

・母性健康管理の措置義務に係る紛争については、女性労働者からの申出に対し事業主が必要な措置を講じな

かった日

⑤ その他参考となる事項

当該紛争について確定判決が出されているか否か、 起訴手続き又は調停以外の裁判外紛争処理手続きが進行

しているか否か、 当該事業主の措置又はそれ以外の事由で集団的労使紛争が起こっているか否か又企業の雇用

管理がこれまでどのように行われてきたか等の情報を記載すること。

⑥ 申請人

双方申請の場合は双方の、 一方申請の場合は一方の関係当事者の氏名（法人にあってはその名称）を記載

すること。

(3)事業主は、 労働者が調停申請したことを理由として、 当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしては

ならないとされています。

※ 調停を求める事項が男女雇用機会均等法、 育児・介護休業法、 パー トタイム・有期雇用労働法及び労働施策

総合推進法の複数の法律に関係する場合であっても、 1葉の申請書を提出すれば足ります。

21 



| 調停申請書記載要領 I 育児・介護休業法
| 

(1)調停の申請は、 調停申請書に必要事項を記入の上、 労働者に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

（雇用環境・均等部（室）経由）あて提出してください。

申請書の提出は原則として申請人本人が来局して行うことが望ましいものですが、 郵送、 電子申請等による

提出でも受け付けます。

なお、 申請書の提出が来局して行われなかった場合は、 申請人本人に来局を求め、 事実確認を行うことがあり

ます。

また、 第三者が申請書を提出する場合は、 委任状等を添付してください。

(2)申請書に記載すべき内容及び注意事項は、 次のとおりです。

① 労働者の氏名、 住所等

当該調停の申請に係る労働者の氏名、 住所等を記載すること。

なお、 複数の労働者が事業主の同 一の措置について申請を行う場合は、 1葉の申請書の本欄に連名で記載

すれば足りるものであること。

② 事業主の氏名、 住所等

当該調停の申請に係る事業主の氏名（法人にあってはその名称）、 住所、 代表者の職・氏名等を記載する

こと。 また、 当該調停の申請に係る労働者が勤務する事業所の名称及び所在地が事業主の名称及び住所と異

なる場合には、 ※欄内に当該事業所の名称及び所在地についても記載すること。

③ 調停を求める事項及びその理由

調停を求める事項については、 紛争の解決のため希望する措置を、 その理由については、 紛争の原因となっ

た事業主の措置（不作為を含む）の法違反であると争われている点を正確に記載すること（様式で足りない

場合は別紙を添付することも可）。

なお、 1人の労働者が事業主の複数の措置について申請を行う場合又、 事業主が 1人の労働者に対し複数の

措置について申請を行う場合は、 1葉の申請書の本欄に併記すれば足りるものであること。

④ 紛争の経過

紛争に関する措置の内容によって、 下記の年月日、 並びに他の関係当事者の見解及び企業内苦情処理機関等

での取扱い状況等を詳しく記載すること（様式で足りない場合は別紙を添付することも可）。

・当該紛争に係る事業主の措置が行われた年月日（継続する行為の場合は、 当該行為が終了した年月日）

・禁止規定に係る紛争については、 当該紛争に係る事業主の措置が行われた日（継続する行為の場合は、 当該

行為が終了した日）

・育児休業、 介護休業等に関するハラスメントの措置義務に係る紛争のうち、 育介指針第3の14 (2)ハ

（イ）から（二）に関する紛争については、 育児休業、 介護休業等に関するハラスメントが行われた日（継続

する行為の場合は、 当該行為が終了した日）

・育児休業、 介護休業等に関するハラスメントの措置義務に係る紛争のうち、 育介指針第3の14 (2)ホ

（イ）及び（口）に関する紛争については、 プライバシーが保護されなかった日又は不利益取扱いが行われた

日（継続する行為の場合は、 当該行為が終了した日）

⑤ その他参考となる事項

当該紛争について確定判決が出されているか否か、 起訴手続き又は調停以外の裁判外紛争処理手続きが進行

しているか否か、 当該事業主の措置又はそれ以外の事由で集団的労使紛争が起こっているか否か、 又、 企業の

雇用管理がこれまでどのように行われてきたか等の情報を記載すること。

⑥ 申請人

双方申請の場合は双方の、 一方申請の場合は一方の関係当事者の氏名（法人にあってはその名称）を記載

すること。

(3)事業主は、 労働者が調停申請したことを理由として、 当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしては

ならないとされています。

※ 調停を求める事項が育児・介護休業法、 男女雇用機会均等法、 パー トタイム・有期雇用労働法及び労働施策

総合推進法の複数の法律に関係する場合であっても、 1葉の申請書を提出すれば足ります。

22 



| 調停申請書記載要領 I 労働施策総合推進法

(1)調停の申請は、 調停申請書に必要事項を記入の上、 労働者に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

（雇用環境・均等部（室）経由）あて提出してください。

申請書の提出は原則として申請人本人が来局して行うことが望ましいものですが、 郵送、 電子申請等による

提出でも受け付けます。

なお、 申請書の提出が来局して行われなかった場合は、 申請人本人に来局を求め、 事実確認を行うことがあり

ます。

また、 第三者が申請書を提出する場合は、 委任状等を添付してください。

(2)申請書に記載すべき内容及び注意事項は、 次のとおりです。

① 労働者の氏名、 住所等

当該調停の申請に係る労働者の氏名、 住所等を記載すること。

なお、 複数の労働者が事業主の同 一の措置について申請を行う場合は、 1葉の申請書の本欄に連名で記載

すれば足りるものであること。

② 事業主の氏名、 住所等

当該調停の申請に係る事業主の氏名（法人にあってはその名称）、 住所、 代表者の職・氏名等を記載する

こと。

また、 当該調停の申請に係る労働者が勤務する事業所の名称及び所在地が事業主の名称及び住所と異なる

場合には、 ※欄内に当該事業場の名称及び所在地についても記載すること。

③ 調停を求める事項及びその理由

調停を求める事項については、 紛争の解決のため希望する措置を、 その理由については、 紛争の原因と

なった事業主の措置（不作為を含む）の法違反であると争われている点を正確に記載すること（様式で足り

ない場合は別紙を添付することも可）。

なお、 1人の労働者が事業主の複数の措置について申請を行う場合又、 事業主が1人の労働者に対し複数の

措置について申請を行う場合は、 1葉の申請書の本欄に併記すれば足りるものであること。

④ 紛争の経過

紛争に関する措置の内容によって、 下記の年月日、 並びに他の関係当事者の見解及び企業内苦清処理機関等

での取扱い状況等を詳しく記載すること（様式で足りない場合は別紙を添付することも可）。

・禁止規定に係る紛争については、 当該紛争に係る事業主の措置が行われた日（継続する行為の場合は、 当該

行為が終了した日）

・パワ ーハラスメントの措置義務に係る紛争のうち、 指針4 (3)イから二までに関する紛争については、

パワ ーハラスメントが行われた日（継続する行為の場合は、 当該行為が終了した日）

・パワ ーハラスメントの措置義務に係る紛争のうち、 指針4 (4)イ及び口に関する紛争については、 プ

ライバシーが保護されなかった日又は不利益取扱いが行われた日（継続する行為の場合は、 当該行為が終了し

た日）

⑤ その他参考となる事項

当該紛争について確定判決が出されているか否か、 起訴手続き又は調停以外の裁判外紛争処理手続きが進行

しているか否か、 当該事業主の措置又はそれ以外の事由で集団的労使紛争が起こっているか否か、 又、 企業の

雇用管理がこれまでどのように行われてきたか等の情報を記載すること。

⑥ 申請人

双方申請の場合は双方の、 一方申請の場合は一方の関係当事者の氏名（法人にあってはその名称）を記載す

ること。

(3)事業主は、 労働者が調停申請したことを理由として、 当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしては

ならないとされています。

※ 調停を求める事項が労働施策総合推進法、 男女雇用機会均等法、 育児・介護休業法及びパー トタイム・

有期雇用労働法の複数の法律に関係する場合であっても、 1葉の申請書を提出すれば足ります。
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調停申請書様式：バートタイム・有期雇用労働法

調 停 申
土
目

1
1
1
1

"
 

書

短時間
ふりがな

氏名
・有期雁

------------------------------------------------------------------

関 用労働者
住所

T 

電話 （ ） 

係 氏ふ名又り はが 名な称

---------------- ------------------------------------------------------------------------------

当 事
住所

T 

電話 （ ） 

事 業 ※上記短時間

・有期雇用労働
-------------------------------------------------------------------------------者 主 者に係る事

T 

業所の名称 争早 話
及び所在地 （ ） 

調停を求める

事項及びその理由

紛争の経過

その他参考

となる事項

年 月 H

申請人 氏名又は名称

労働局長 殿
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| 調停申請書記載要領 1 バ ー トタイム・有期雇用労働法
| 

(1)調停の申請は、 調停申請書に必要事項を記入の上、 紛争の当事者であるパー トタイム労働者・有期雇用労働者

に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長（雇用環境・均等部（室）経由）あて提出してください。

申請書の提出は原則として申請人本人が来局して行うことが望ましいものですが、 郵送、 電子申請等による

提出でも受け付けます。

なお、 申請書の提出が来局して行われなかった場合は、 申請人本人に来局を求め、 事実確認を行うことがあり

ます。

また、 第三者が申請書を提出する場合は、 委任状等を添付してください。

(2)申請書に記載すべき内容及び注意事項は、 次のとおりです。

① パー トタイム労働者・有期雇用労働者の氏名、 住所等

当該調停の申請に係るパー トタイム労働者・有期雇用労働者の氏名、 住所等を記載すること。

なお、 複数のパー トタイム労働者・有期雇用労働者が事業主の同 一の措置について申請を行う場合は、

1葉の申請書の本欄に連名で記載すれば足りるものであること。

② 事業主の氏名、 住所等

当該調停の申請に係る事業主の氏名（法人にあってはその名称）、 住所、 代表者の職・氏名等を記載する

こと。

また、 当該調停の申請に係るパー トタイム労働者・有期雇用労働者が勤務する事業所の名称及び所在i膨］‘

事業主の名称及び住所と異なる場合には、 ※欄内に当該事業所の名称及び所在地についても記載すること。

③ 調停を求める事項及びその理由

調停を求める事項については、 紛争の解決のため希望する措置を、 その理由については、 紛争の原因と

なった事業主の措置（不作為を含む）が法的に問題であると争われている点を正確に記載すること（様式で

足りない場合は別紙を添付することも可）。

なお、 1人のパー トタイム労働者・有期雇用労働者が事業主の複数の措置について申請を行う場合又、

事業主が1人のパー トタイム労働者・有期雇用労働者に対し複数の措置について申請を行う場合は、 1葉の

申請書の本欄に併記すれば足りるものであること。

④ 紛争の経過

紛争に関する措置の内容によって、 紛争にかかる経緯（時系列）、 被申請人に対して苦清を述べた時期及び

企業内苦情処理機関等での取扱い状況等について詳しく記載すること（様式で足りない場合は別紙を添付する

ことも可）。

⑤ その他参考となる事項

当該紛争について確定判決が出されているか否か、 訴訟手続又は調停以外の裁判外紛争処理手続が進行して

いるか否か、 当該事業主の措置又はそれ以外の事由で集団的労使紛争が起こっているか否か、 又、 企業の雇用

管理がこれまでどのように行われてきたか等の情報を記載すること。

⑥ 申請人

双方申請の場合は双方の、 一方申請の場合は一方の関係当事者の氏名（法人にあってはその名称）を記載

すること。

(3)事業主は、 パー トタイム労働者・有期雇用労働者が調停申請をしたことを理由として、 当該パー トタイム労働

者・有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととされています。

※ 調停を求める事項がパー トタイム・有期雇用労働法、 男女雇用機会均等法、 育児・介護休業法及び労働施策

総合推進法の複数の法律に関係する場合であっても、 1葉の申請書を提出すれば足ります。
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都道府県労働局雇用環境・均等部（室）窓ロ 一覧

紛争解決援助制度と調停のお問い合わせ・申請は、 都道府県労働局雇用環境・均等部（室）まで。

受付時間 8 時30分～ 17時15分（土・日・祝日・年末年始を除く）

紛争解決援助制度と調停に関する厚生労働省ホームペー ジもご覧ください。
httos://www.mhlw.ao.io/stf/seisakunitsuite/bunva/kovou roudou/kovoukintou/woman/index.html 

電話番号 FAX番号 郵便番号

北海道 011-709-2715 011-709-8786 060 - 8566 

=戸 木示木 017-734-4211 017-777-7696 030 - 8558 

岩 手 019-604-3010 019-652-7782 020 - 8522 

宮 城 022-299-8844 022-299-8845 983 - 8585 

秋 田 018-862-6684 018-862-4300 010 - 0951 

山 形 023-624-8228 023-624-8246 990 - 8567 

福 島 024-536-2777 024-536-4658 960 - 8021 

茨 城 029-277-8295 029-224-6265 310 - 8511 

栃 木 028-633-2795 028-637-5998 320 - 0845 

群 馬 027-896-4739 027-896-2227 371 - 8567 

埼 玉 048-600-6210 048-600-6230 330 - 6016 

千 葉 043-221-2307 043-221-2308 260 - 8612 

東 京 03-3512-1611 03-3512-1557 102 - 8305 

神奈川 045-211-7380 045-211-7381 231 - 8434 

新 潟 025-288-3511 025-288-3518 950 - 8625 

富 山 076-432-2740 076-432-3959 930 - 8509 

石 川 076-265-4429 076-221-3087 920 - 0024 

福 井 0776-22-3947 0776-22-4920 910 - 8559 

山 梨 055-225-2851 055-225-2787 400 - 8577 

長 野 026-227-0125 026-227-0126 380 - 8572 

岐 阜 058-245-1550 058-245-7055 500 - 8723 

静 岡 054-252-5310 054-252-8216 420 - 8639 

愛 知 052-857-0312 052-857-0400 460 - 0001 

三 重 059-226-2318 059-228-2785 514 - 8524 

滋 賀 077-523-1190 077-527-3277 520 - 0806 

忠� 都 075-241-3212 075-241-3222 604 - 0846 

大 阪 06-6941-8940 06-6949-6486 540 - 8527 

兵 庫 078-367-0820 078-367-3854 650 - 0044 

奈 良 0742-32-0210 0742-32-0214 630 - 8570 

和歌山 073-488-1170 073-475-0114 640 - 8581 

鳥 取 0857-29-1709 0857-29-4142 680 - 8522 

島 根 0852-31-1161 0852-31-1505 690 - 0841 

岡 山 086-225-7639 086-224-7693 700 - 8611 

広 島 082-221-9247 082-221-2356 730 - 8538 

山 口 083-995-0390 083-995-0389 753 - 8510 

徳 島 088-652-2718 088-652-2751 770 - 0851 

香 川 087-811-8924 087-811-8935 760 - 0019 

愛 媛 089-935-5222 089-935-5210 790 - 8538 

高 知 088-885-6041 088-885-6042 781 - 9548 

福 岡 092-411-4894 092-411-4895 812 - 0013 

佐 賀 0952-32-7218 0952-32-7224 840 - 0801 

長 崎 095-801-0050 095-801-0051 850 - 0033 

熊 本 096-352-3865 096-352-3876 860 - 8514 

大 分 097-532-4025 097-573-8666 870 - 0037 

宮 崎 0985-38-8821 0985-38-5028 880 - 0805 

鹿児島 099-223-8239 099-223-8235 892 - 8535 

沖 縄 098-868-4403 098-869-7914 900 - 0006 

所在地

札幌市北区北8条西2丁目1番 1 札幌第一合同庁舎9階

青森 市新町2丁目4-25 青森合同庁舎8階

盛岡市盛岡駅西通1-9 -15 盛岡第2合同庁舎5階

仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎8階

秋田市山王7丁目1番 3号秋田合同庁舎4階

山形市香澄町3-2-1 山交ビル3階

福島市霞町1-46 5階

水戸市宮町1丁目8番31号 茨城労働総合庁舎6階

宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2 地方合同庁舎3階

前橋 市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎8階

さいたま市中央区新都心11-2 ランド ・ アクシス ・ タワ ー16階

千葉市中央区中央4-11-1 千葉第2 地方合同庁舎1階

千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階

横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎13階

新潟市中央区美咲 町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館4階

富山市神通本町1-5-5 富山労働総合庁舎4階

金沢市西念3丁目4番 1号 金沢駅西合同庁舎6階

福井市春山1丁目1-54 福井春山合同庁舎9階

甲府市丸の内1丁目1 -11 4階

長野市中御所1-22-1 長野労働総合庁舎4階

岐阜 市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎4階

静岡市癸区追手町9-50 静岡地方合同庁舎5階

名古屋 市中区三の丸 2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館8階

津市島崎町327番 2 津第2 地方合同庁舎2階

大津市打出浜14番15号 滋賀労働総合庁舎4階

京都市中界区両替町通御池上ル金吹町4 5 1 1階

大阪 市中央区大手前4-1 -67 大阪合同庁舎第2号館8階

神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワ ー15階

奈良市法蓮町387番地 奈良第三地方合同庁舎2階

和歌山市黒田二丁目3-3 和歌山労働総合庁舎4階

鳥取市富安2丁目89-9 2階

松江 市向島町134-10 松江地方合同庁舎5階

岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎3階

広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎第2号館5階

山口 市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館5階

徳島市徳島町城内6番地6 徳島地方合同庁舎4階

局松市サンポー ト 3番33号 局松サンポー ト合同庁舎北館2階

松山市若草 町4番地3 松山若草合同庁舎6階

高知市南金田1番39号 4階

福岡市博多区博多駅東2丁目11番 1号 福岡合同庁舎新館4階

佐賀市駅前中央3丁目3番 2 0号 佐賀第2合同庁舎5階

長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階

熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟9階

大分市東春日町17番20号 大分第2ソフィアプラザビル3階

宮崎市橘通東3丁目1番22号 宮崎合同庁舎4階

鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階

那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2 地方合同庁舎1号館3階

令和4年9月作成 バンフレットNo.12

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/woman/index.html



